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5. 1. プラウの分析視覚

P.M. プラウは， マー トンの機能分析を継承しながら， インフォ ー マルな

パタ ー ンの， 管理能率や社会システムの適応， 調整に対してもつ様能的意義

を重視する組織や官僚制の動態理論を展開している。

彼は， 従来の組織論の一つの傾向であるフォ ー マル組織とインフォ ー マル

組織の二分論的設定を次のように批判している。 「社会科学者達は， しばし

ば非定型的組織と定型的なものの間の二分論を設定して， それぞれについて

の観察をこの仕切棚のひとつに入れようとする。 しかし， この区別はそもそ

も分析上の区別であって， 現実の組織はひとつのものであるからひとを誤ら

せることになるであろう叫」

かくしてプラウによれば， 「フォ ー マル組織」とは決して， フォ ー マルに

制度化された定型的構造のみをさすものではない。 むしろそれと不可分の関
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連において展開するインフォ ー マルな型式の理解なくして， フォ ー マル組織

を真に理解することはできないと 強調する 2)

プラウは従来のインフォ ー マル組織の理論は， インフォ ー マルな諸関係や

集団的ノルムが， 成貝の行動をいかに規定するかという点を中心しててとり

あげているが， フォ ー マルな構造のインフォ ー マルな型式におよぽす影響も

同様に重要な問題でありながら， あまりとりあげられなかったと指摘してい

る; 3) 。 彼によれば， インフォ ー マル組織は， 環境によって提起される様々の

機会や問題に対する反応として展開してくるものであり， フォ ー マルな構造

はその直接的な環境をなすがゆえに， 両者の関連の検討は， 組織過程の現実

を理解する上にきわめて重要である。 こうして， 現実のフォ ー マル組織が，

フォ ー マルな構造とインフォ ー マルな構造との不可分の関連から成立ってい

る以上， 組織の現実的過程を説明しうる理論は， 両者の関連の検討を重視す

るものでなければならないというのが彼の一 つの基本的視角となっている。

彼は， 社会システムとしての組織の適応およぴ調整に必要な弾力性は，． 多分

にインフォ ー マルな型式によってもたらされ， それがしばしば能率の向上に

役立ついろいろな事例をあげて， その槻能的意義を強調する。

かくして， c. I. バ ー ナ ー ドの「非定型的な組織は， 定型的な組織のはた

らきに必要である」という所説は， そのままプラウの基本的立場に通ずる。

プラウの根能分析の立場は， マ ー トンの それに 重要な影響を受けながら

も， 若干の修正を試 みている。

プラウによれば， 機能主義の基本的特質は， 諸現象を生み出す源泉だけで

はなく， その社会的結果をも 考慮に入れなければ ならないと みなす点にあ

る。 こうして， 機能という概念は， 研究者に， 所与の現象の様々の結果を明

らかにし， それが社会システムに対してもつ意義を検討する必要性を示唆す

るとともに， いかなるメカニズムや過程を通じて貢献がなされるかという点

に注意をひきつける。

マー トンが導入した「浩在的槻能」 という概念は， 社会構造の調整に貢献
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する社会的構造の「予期しない結果」を意味する。 「予期しない結果」の検

討は， 一見， 公式的活動に無関係で不合理にみえる非公式な慣行の理解にと

りわけ重要である。 様々な行動類型は， 好ましい結果ばかりをもっているわ

けではないから， 逆機能にも注意を向ける必要がある。 逆機能はしばしば構

造変化をよびおこし， ある障害をとりのぞくための改革は， まさにその過程

において新らしい問題を生み出し， 新らしい調整の必要性に導く。 マー トン

の機能概念のパラダイムは， 機能的思考をかかる社会的変化と不均衡の問題

に向けさせる基木的出発点である。

しかしブラウはかかる機能主義が具体的ケ ー スを分析する場合に虹面する

次のような問図点を指摘している 5) 。 第一に， 「機能」を社会的類型の 「結

果」の一つのタイプと規定することによって ． マー トンは暗黙のうちに社会

現象を， それが生じる「時の経過」 (time sequence)においてとらえねばな

らないことを示唆した。 これは槻能分析の同時間的アプロ ー チから異時間（内

アプローチヘの移行を示唆する。 しかし， 新らしい類型の展開を検討する場

合には， かかる時問穴が明白であり， 経験的に検討を行なうことが可能であ

るが， 社会的に椋準化された行為が継続的にくりかえされる場合には， その

時間差があいまいである。

マー トンは社会的類型の楼能と逆機能を区別する基準を， それがシステム

の調整および適応を高める結果をもつか， 減退させる結果をもつかという点

に求めているが， それは実証的分析において必ずしも両者を区別する正確な

基準をもたらすものではない。 一定の状況が調整を示すか， 不調整を示すか

は決して自明のことではな<, コンフリクトの欠如あるいは減退は， 必ずし

も謂整を示す十分な基準ではない。 このことは競争的対立をむしろ好ましい

ものと文化的に規定する資本主義的市場を考えれば明らかであろう。 たとえ

それが生産者間の市場競争の対立を消滅をさせるからといって， 独占企業形

態を自由企業制にとって機能的とみなすのはおよそばかげている。

プラウによれば， 同一の社会的条件も， 参与者の価値志向のいかんによっ
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ては， 調整とも不調整とも受けとられ， 究極的には根能と逆様能の区別は価

値判断に依存している。 勿論このことは， 根能分析において， 研究者が恣意

的な主観的価値判断をさしはさんでよいということを意味しない。 むしろ全

くその逆である。 楼能分析は， ある社会システムに一般化している客観的な

価値を確定し， それを「槻能」と「逆横能」に区別する基準として用いるこ

とを 要求する。 プラウは「客観的な「価値」の確定が正確であれば あるほ

ど， 科学的研究に対するその有用性は大であろう。」6
) と指摘している。

かくしてプラウは，「機能」を「社会的に 価値づけられた 目標の方向に，

現存する状況を変化させる社会的パタ ー ンの観察された結果， あるいは手短

かにいうと， 価値づけられた 目標の達成に貢献する結果」と規定し，「逆機

能」を， 「社会的に価値づけられた目標とは反対の方向に， 現存する状況を

変化させる社会的パタ ー ンの観察された結果， あるいは， 価値づけられた目

標の達成を阻害する結果」” と定義づけている。

機能分析のいまひとつの重要な概念はニ ー ド (need) である。 機能はニ ー

ドを満たすという形で， 逆槻能は新らしいニ ー ドを生み出すという形でとも

に社会的状況を変化させる。 その方向は逆であるが， 両者はともに， 何らか

の改善 (improvement) の必要性と結びついている。 ニ ー ドをこのような改

善を求める状況とプラウは規定している。

プラウは， 社会的ニ ー ドが生じた場合の三つの可能性をあげている8) 。

第ーは そのニ ー ドが 満たされずにいる 場合である。 もし， ニ ー ドの満足

が， 社会システムの存続の前提条件とみなされるならば， 存続中の社会シス

テムについて， みたされなかったニ ー ドを語ることはできない。 従って， ょ

り限定された概念を用いる方が， 機能的仮説を検証するうえで利点があると

ブラウはみなしている。

ある行動のパタ ー ンが， 一定の機能をもっているという仮説を検証するた

めには， このパタ ー ンのみられない構造においては， 改善を要求するある状

況が存続しつづけるが， このパタ ー ンが普及している場合には， そのような
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状況が存在しないということを示さなければならない。 逆機能についてはこ

れと逆のことがいえる。 存続の前提条件としてのニ ー ドの分析では， このよ

うな比較は， 消減した社会構造と存続している社会構造との間でなさねばな

らぬ。 社会科学ではこのことはめったに可能でないので， 機能主義の仮説は

しばしば検証されないままでいる。 それに対して， 価値づけられた目標の達

成に対応するものとしてのニー ドの分析は， 成功度を異にする様々の現存す

る社会構造間の比較でよい。 このような性格の信頼できる資料の入手は比較

的容易であ り， これが， 機能主義の仮説の休系的検証を大いに促進する。 こ

{/)ように， プラウは， ニ ー ドを， システムの存続の前提条件としてしまわな

いで， むしろ目杞の達成との関連でとりあげる方が， より利点があることを

強調している。

第二の可能性は， 価値志向の変化の結果として， 社会的ニ ー ドが消滅する

場合である。 これは， 一度は好ましくないとみなされた状況が， 新らしい店

向の出現によって， 今や満足すべきものに感じられることを意味する J 「学

習」はかかる変化がもたらされるプロセスの一つである。

第三の可能性は， 新らしいパター ンの出現によって社会的ニー ドがみたさ

れる場合である。 これは三つの代替的可能性の一つにすぎないから， ニー ド

の存在は， 改善の実現の十分条件ではない。

あるニ ー ドをみたす同一の社会的パター ンが， しばしば他のニ ー ドを生む

がゆえに， かつ諸問題はその根源の消減よ りも， しばしば他の新らしい解決

に導くがゆえに， 社会構造はつねに異なる社会構造へと展開する。

かくしてプラウによれば， 社会システムはたえざる変化と調整の連続的過

程であるが， 組織にかかる弾力性をもたらすものは， 定型的な構造というよ

りは， 多分に， 自発的なインフォ ー マルなパターンであるとみなされる。

プラウの組織や官僚制の分析は， このような機能分析に支えられている。

次の言葉は彼の立場をよく示している。 「この研究 (The Dynamics of Bu

reaucracy) の中心的課題は， 官僚制的構造は たえずそれ自身の構造を修正
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する条件をつくり出すということである。 より大きい社会システムの研究に

おいて， 社会発展の過程が考慮に入れられなければならないということが，

いまや一般に認められている。 しかし官僚制はなおしばしば， これらの発展

過程から除外された強固な掏衡状況にあるものとみなされることがきわめて

多い。 しかしながら， 他の社会構造と同様， 官僚制は必ずしもそれ自身の破

壊の種子ではなく， 変容の種子を含んでいる。 組織としての官僚制を流動の

うちに分析することは， 機能主義の思考によって促進される。」 9)

更にプラウは 比較分析的アプロ ー チの 有用性を主張している。 彼によれ

ば， 仮説の検証のみならず， 仮説の提起においても， 多数の個々のケ ー スに

関する情報が必要である。 彼は， 「仮説を生み出す 洞察は単一の事例にのみ

依存しているようにみえるかもしれないが， これは錯覚である」 10) と指摘し

て， 次の例をあげている。 ある労働者が昇進後すぐに仕事をやめてしまった

場合を考えると， この場合， 彼は以前の職場ではグルー プによくとけこんで

t岳から好かれていたが， 今度の職場では弧立していたことがわかり， そこか

ら， 社会的統合の欠如が， 彼の退職の原因であるという結論が示されるかも

しれない。 しかし， 社会的統合の変化のみが， 彼の生涯のこの時期に生じた

唯一の変化ではなく， おそらく 他の面でも いろいろと 変化があったであろ

う。 したがって， 他の要素ではなく， まさにこの社会的統合の変化こそが，

彼の退職の原因であるという洞察は， 一般にこの要素が退職に結ぴつくこと

が多いが， 他の要素はそうでないということを示す他のケ ー スとの暗黙の比

較に基づいている。 かくして「もし仮設を導き出すことが， いくつものケ ー

スに関する暗黙の比較を要求するとすれば， 仮設の検証は， 多くの独立的ケ

ー スの明示的な体系的比較を要求する」とプラウは指摘しているJI) 。 ここに

比較分析的アプロ ー チの有用性の一つの理由がある。

プラウは比較分析的アプロ ー チを有用なものとするいまひとつの理由とし

て， 組織分析のディレンマをあげている12
) 0 

組織の研究において栂起される甚本的デ•ィレンマは， 一方において， 一つ
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の社会構造における諸嬰素間の相,,:依存的関係の吟味が要求されると共に，

他方において， それに関する一般的命題を立証するためには， 多くの独立し

たケ ー スを観察しなければならないことである。 様々の段階の産業組織に捌

する分析調査は， 一つのレベルにおいてこのディレンマを解決しょうとする

試みが， 次のレベルにおいて再びそれを生み出すことを示している。

F.W. ティラー などに代表される工場においてなされた初期の研究は， 主

に労働者の疲労やモラールなどの問題をとり あげてきた。 これらの分析は，

労働者を独立したケ ー スとしてとり あげ， それによって個人に関する一般的

命題の基礎を提供したが， 労励者間の社会的諸関係を無視していた。

メイヨ ー およびその一派の影悟の下に， 研究の焦点は， 職場における人間

関係の， 什事に関する満足や， 生産性に対してもつ意義の検討に移った。 こ

の場合に典型的に用いられる方法は， 単一の作業集団に関するケ ー ス ・ スタ

ディである。 これらのケ ー ス ・ スタディは， 作業焦団のインフォ ー マル糾餓

に関する堕要な澗察をもたらしたが， 1札一 のケースだけでは 一般的命題のう

らづけの十分なる基礎をなさない。 これを忍改した社会科学者達は， 作業集

団の様々のサンプルや一つの工場におけるすべての集団について休系的比較

を試みるようになってきた。 この場合， 個人より も， むしろ峡団を独立した

分析単位としてとり あつかうことによって， 作業峡団のインフォ ー マルな桃

造について， 一般化を導くことができるが， 他方それは， 産業組織における

これらの諸集団の相互依存的関係を無視している。 この相互依存関係をとり

あげようとすれば， これはフィ ー マル組織の構造の分析に他ならないが， 再

び単一のケ ー スをとり あげねばならない。 フォ ー マル組織に関する一般的倫

題は， それに関する多数の開壺• 比較に基づかねばならない。 組織は更に，

休系的な比較が困難なより 大なる社会システムの一部である。 様々の全休社

会の比較研究によって， その内部構造に関する一般的命題を提示できても，

一定時点には一つしかない世界的規校の社会組織を特色づける国際的諸関係

に関する 一般的命題を提示することはできない。 かくしてこのディレンマの
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根本的解決はないが， ひとたびそれが忍厳されれば， かぎられた目的をもつ

特定の経験的研究にとってはそれほどの困難とはならない。 「フォーマル組

織の構造に関する一般的原理は， かなりの数の異った組織に関する休系的比

較を要求するであろう」 13) とプラウは指摘している。

更に， 様々な組織に共通な性格のみならず， それぞれのタイプに差異を生

み出す特質の検討も， 組織論の内容を豊富にする重要な方法であるが， 比較

分析的アプローチはこれにも役立つ性格をもっている。

かくしてプラウは， 多数のケースの経験的分析とその比較を通じて， とく

にインフォーマルな型式の機能的意義を重視しながら， 基本的には， マート

ンの機能分析の立場に立って， 若干それに修正を加えたよりオペレィショナ

ルな視角から， 組織や官僚制の動態にアプローチすることを方法論的特色と

するすぐれた組織研究家の一人である。

註1 ) P. M. Blau, Bureaucracy in Modern Society, New Yark; Ramlom 
House, 1956. 

プラウ芥「現代社会の官僚制」阿利英二訳， 釈波現代叢偉1958年， 59頁。
2 ) P. M. Blau and W. R. Scott, Formal Orgamizations, San Francisco: 

Chandler Pubrishing, 1962, p. 6. 
3 ) ibid. , p. 235. 

4 )  C. I. Barnard, The Functions of Executiue, Cambridge, Massachu
setts Haruerd Uni. Press, 1964. (16th Printing), pp. 122—123. 

5 )  P. M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy, Chicago, Illinois: Uni. 
of Chicago Press, 1955, p. 10. 

6 )  ibid. , p. 11. 
7) ibid. , p. 11. 
8) ibid., pp. 11�13. 
9) ibid. , p. 9. 
10) P. M. Blau and W. R. Scott, Formal Organizations, op. cit., p. 11. 
11) ibid., p. 11. 
12) ibid., pp. 10�15. 
13) ibid., p. 13. 

5.2. 官僚制の再検討

プラウは， インフォーマルなパターンは管理能率と不可分に結びついてい
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るとい う 某本的立場から， 官僚制モ デルの 再検吋を 試みる。 プラウによれ

ば， ウ ェ ー バ ー は， 官僚制の組織における作用 をプラ スの面からと り あげて

いるので， 官僚制の管理能率が実際よ り も安定的で問題が少ないよ う な印 象

を与え て いる。 その理念型に 示 さ れるよ う に， ウ ェ ー パ ー の 考え 方の 中に

は， 官僚制の定型的構造からすこしでも逸脱したものは， 管理上の能率に有

害であるとい う 見方がふくまれて いる。 この見方からすれば， 非定型的なパ

タ ー ン は， 管理能率にとっ て 有害であるとい う ことになる。 けれども， 「 イ

ンフォ ー マルな型式が， 組織のはたらきに対 し てもって いる意義 は ， 理論的

理 由からあらかじめきめられるものではなく， 事実の涸脊によっ て はじめて

きめることが できるのである 1八」

官僚制は 一般に予想 さ れ て いるよ う な固定的構追ではない。 それは， 条件

の変化や問題の発生に対応 し て ， つねに新ら し い形をとって いく。 「公式に

は ， おそらくまだ制度化 さ れて いない活動と相互作用 の組織型式は， 変動過

程における 官僚制をしめすものである 叫」 と ブラウ は 指摘して いる。 かく

して プラウは 官僚制はつねに適応や調整の問題に直面 し て お り ， これに必汲

な弾力性をもたらすものは， 多分にイ ンフォ ー マルなパタ ー ンであるとみな

し て いる。 も し， ウ ェ ー バ ー が強調して いる ごと<' 官僚制が最とも拒率的

な管理 シ ステムであるとすれば， それは むしろ， かかるインフォ ー マルな型

式のはたらきを必要とするのである。

テ ィ ラ ー の科学的管理論や， ウ ェ ー バ ー の理念型が示唆するごと<' たし

かに抽象的な見地からすれば， 大きな組織で一休性と協業を実現するために

最とも合理的な方法とは， 一切の仕事の能率的な処理方法を工夫 し て， それ

がきびしく守られることを主張することにあるよ う にみ え る。 しかし， この

よ う な考え は ， 管理とい う ものが， 全知全能であることを暗黙に仮定 し て い

る。 いかなる規則， いかなる監督の制度とい え ども， おこ り う るあらゆる緊

急事態を予定できるほ ど 精細につくることはできない。 外的条件の変化は ，

新しい管理問題を生み出 し ， また， この問題を解決するために採用 した改革
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は， し ば し ば予想外の結果を招いてつ ぎの問題をつくり出す。

こ のような条件の変化や， 問題の発生への対応 と いう点で， フ ォ ー マルな

固定的構造は弾力性を欠き， しばしばこ れをお ぎなうもの と して， イン フ ォ
ー マルな慣行が発展してくる。 プラ ウ は 「組織の成員が現実の問題をその生

起に応 じて処理していく 自 由 と 創意をもっていない場合には能率はそこ なわ

れる 3) 」 と 指摘し， 厳格な ヒ エラル ヒ ー の規律だけが， 能率を高めるもので

ない こ と を示唆する。

能率に対する障害の中には， 官僚制の ヒ エラル ヒ ー の下級層の間にしば し

ば発生する不安やアノ ミ ー な ど の如く， 公式的命令によって と りのぞけない

ものがある。 「緊密な活動集団におけるイン フ ォ ーマルな関係は， こ のよう

な破娯的な緊張を 綬和する 4) 」 と プラ ウ は指摘している。 また 「仕事のやり

方をすみずみまで こまかく規定して 自 律の能力をおさえたり， 努力する勤機

をよわめるような こ と は， ど う考 えても無駄な こ と である。 一層能率的な官

僚制的管理方法は， こ のような能力 と 動槻に道をひらいて， それを組織の 日

的に役立たせる こ と である 5) 」 と 指摘している。

こ うしてプラ ウ は， フ ォ ーマルな定型的構造の限界 と ， それを補うもの と

してのイン フ ォ ーマルなパタ ー ンの機能的意義を強調して従来の官僚制概念

の訂正を試 みる。 すなわち彼は， 官僚制を， 特定の構造的特質をもった管理

の制度 とみなさずに， ウ ェ ー バ ー のもう一つの と らえ方にならって， 目 的の

観点からそれを と らえよう と する。 ウ ェ ー バ ーの理念型は， 管理シ ス テムの

要素を， それが管理能率に貢献するか ぎりにおいて， 官僚制的 とみなしてお

り， 管理能率が官僚制の合理性の基準 と なっている。 こ れにならってプラ ウ

は， 「官僚制の構造のなかには， 権威主義的要素も， 民主々義の価値に対す

る譲歩もみられるけれ ど も， 能率 と いうものが， そのような要素が適当 であ

るか ど うかを評価する究極の根拠 と なる 6) 」 と 指摘し， 能率と いう基準が，

最優先する組織が宮僚制組織で あ る と と ら え てい る 。 この息か ら すればエ チ

オ ニ (A. Eztioni) し 指摘してい る よ う に ， 経営組織と 行政糾緑 は ， H僚制
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組織の双壁である。 こ う して， プラ ウは， 官僚制を， 「その形式上の特色が

どうであろ う とも， 管理上の能率を最高にする組織， あるいは， 管理能率の

ために制度化された社会行動の組織方法 8
) 」 と定義し， ここから官僚制の中

心問題を， 組織の能率的運用にたいしてたえず発生する障害を迅速にとりの

ぞくことに求める。 これは 「あらかじめ考え られた厳格な手続の制度によ っ

てなしとげられるものではなく， 組織におけるたえ ざる調整の展開に都合の

よい条件をうみ出すことによって はじめてで き る 9) 」 のであり， このよ う な

日 己凋整のための条件の探求が， プラウにとって重要な関 心事となる。

こうして プラウによれば， 官僚制は， 大勢の成員の努力を調整して， 管迎

目的を達成する制度化された戦略であり， 例外的な諸問題を専門家の常規的

な職務に変え ， その調整をはかることによって社会行動を組織化する方法で

ある。 これを達成する最も適切なる方法は， 権販主義的志向が一般化してお

り， 下位の職員の教育水準が低かったウ ェ ー バ ー の時代の ドイ ツ では， 厳格

な ヒ エ ラル ヒ ー による コ ン トロ ー ルであったかもしれない。 しかし， 今 日 の

合衆 囚のよ う に， 社会関係の同等性に砥い価値がおかれ， 一般の教育水準も

より高度の段階に達している場合には， 下位の職員にもかなりの自律性を許

す方が， よ り 能率的な管理システムとなるであろう。

可変的な環境への適応のみならず， 内在的に組織は変化への動囚をはらん

でいる。 組織の現実は， たえ ざる変化と調整の連続的過程である。 したがっ

て， 組絨が有効で能率的であるためには， 職員が問題の生起に応じてある程

度． 自由に独創性を発握しうるだけの弾力性がなければならない。 不安定な

社会関係からもたらされる地位不安は， 同調過剰や変化への抵抗の大 き な源

泉となる。 プラウは， 「広く一般化している見方とは逆に， 官僚制の構造に

おける安定した地位と， その規範的基準に対する強い一休化は 目 標の転換に

導かない。 実際 これらの構造は反対の効果をもっている。 ひとたび仕事の

遂行が単なる）レ ー テ ィンになるやいなや， 朦員はイf事に庄気をとりも ど すた

め に ， 省I服す ぺ き 新しい分野を求め よ う と し， か く して新しい 1 1 椋 が 古い r I 
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標を継承する10
) 」 と指摘している。

こうして， プラウ は ， 「 目 標の転位」 より も， 「 目 標の継承」 を可能ならし

める条件により 大 なる関 心をよせ， マ ー トンのように， 官僚制の構造それ 自

体のうちに， 「 目 標の転位」 や「同調過剰」 の源泉を 求めようとは せず． ぁ

くまでも 「条件」 という媒介変数との関連でそれをとり あげようとする。 プ

ラウは， ミ ヘル ス の 「寡頭制¢ン 鉄則」 も， 当 時の半封建的 な ドイ ツ 君主制の

下における労働組合や社会主義政党の不安定な 地位に由来するものであ っ て

かかる特殊 ト・ イ ツ 的な状況から一般化を導 く のは 妥 当 で ないと主張する。

このようにして プラウは ， 目 的の観点から官僚制をとらえ て， 能率的運用

に対してたえず発生する障害を迅速にとり のぞき， 組織における 自 己調整を

促進する条件に 注 目 し ， いくつかの 試 論的仮説を 提起している。 そのな か

で， なかんづく彼が強調するのは ， 活動集団の緊密 な 凝集性と平等主義の ノ

）レムに基く 安定的 な 社会関係である。 プラウは， 組織の 弾力的適応に必要

な ， 職員の変化や革新に対する積極的態度は ， 社会関係や地位の安定性によ

っ てもたらされるとみな している。 このような 安定性 は， 官僚制のフ ォ ー マ

ルな構造より も， インフ ォ ー マルな 仲間集団において 見出される。 何故な

ら， 社会的凝集性は ， 地位の基本的同等性に依存しているからである。 仲間

を一つの社会的類型と してで は なく， ユ ニ ー ク な 特徴をも っ た個人と して扱

う規範 は ， 主に仲間集団において発展する。 このような 人間同志の接触は人

閻性の大きな 満足の源泉であり ， 互いに仲間としての強い社会的絆をつくり

出す。 緊密 な凝集性は， 各人の個性を尊重しな がらも， 身分差を否定する平

等主義への志向が あ っ て は じめて成立する。 この平等主義という価佃にもと

づく社会関係こそ安定性の条件として， 従 っ て社会変動の条件たり うると プ

ラウは みなしている。

平等主義的アプロ ー チ の 意義 は ， 活動集田の 内 部構造だけに 限定されず

に， より 大 な る＇巳’僚制組絨に ま で拡大する， 合理的活動 は ， 能率的 な 遂行 に

対 す ろ 障T を 丁· 甲 く と り の ぞ く ことを 必要とす る 。 ヒ エ ラ ル ヒ ー の効果的 ゴ
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ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン は こ のための 必要条件であるが 十分条件ではない。 「 そ れ

ゅ ぇ ， 組織における最大限の合理性は， 活動 し ている職員がインフォ ー マ）レ

な関係を樹立 し ， そ れを通 じて生 じ てくる活動上の困難をとり のぞくインフ

ォ ー マルな慣行を確立 しうるか否かにかかっている。 そ のためには， 官僚制

のメ ンバー達が， 不乎等の鋭い慇情をもっていない こ とを前提とする11) 。 」

こ のような平等主義は， 官僚制のフォ ー マルな構造が， 根本的に そ れと拠

った原理に立脚 し ているが故に， フォ ー マルな権威だけに依存 し ていては実

硯できない。 もちろん， 根本的に「合意」 を基礎とするか ぎり において官僚

制の権威 ヒ エ ラル ヒ ー そ れ自体が， 不平等の深い感情を生み出すというわけ

ではない。 けれ ども， も し下位の職員が， 上位者のだすこま ごまと した命令

に服従するこ とだけを唯一の義務とする本来的に従属的な人間と してあつか

われるならば， 彼らは自分のイ ニ シ ャ ティプでもって仕事の上の様々の問題

にと り くんでいくだけの十分な刺戟と安定性をもたないであろう。 そ れに反

し て， も し惜理者が， 下位者を， 共通の 目 標を追求する協力者 であり ， 仲間

であるとみな して接するならば そ れは下位者に確信ともティペ ーシ ョ ンをも

たらす こ とにな るであろう。 プラ ウ は「こ の種のか ぎられた意味での平等主

義は， 官僚制的な権威の行使と， けっ して両立できないものではない12) 」と

指摘 し ている。

かく し て， 社会の基本的価値が平等主義を志向 している場合には， こ れを

表現できる条件を作り 出すこ とが組織の合理性を高める一つの前提条件であ

る。 そ のためには， 官僚制組織のうちに， フ ォ ー マルな権販とは別に平等主

義という社会的価値を表明 しうる仲間集団の形成が必要であり ， しかもその

意義が， 組織全体に拡大するこ とが重要である。

プラ ウ は， こ のような社会的な緊密さというものは， 公式にはつくる こ と

ができないが， そ れを促進する条件は公式に制度化できるとみな し ， たとえ

げ， 人巾更迭や移動を少くす る ことに よ って成員の所屈を安正 さ せ る こ と ，

あ る いけ， 「月 備’ な 人事）j針が樅立 さ れて， 昇進や允朦が公開0)基 利 に よ っ て
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行 わ れることな ど を あげている13) 0 

更にプラウはこの他にも， 組織における 自 己調整を促進する条件として，

職業身分の安定， 仕事の規準の内面化， 運営権の分割， 明確に特定された結

果にもとづく評価な ど を あげている14) 。 また権威の行使のあ り方も， 管理能

率やモ ラ ールに重要な影饗 を 与 え る要素であることを指摘している。 これら

の条件は互いに緊密に関連しあいながら， 組織の能率に作用する。 たとえば

独創性というものはつねに失敗の危険性を 伴うので， 身分の不安定は従業員

の独創性 をなくさせ， 変化に対する抵抗と硬直を生む。 独創性 を 発揮するた

めには， 従業員は そ の 自 由 を 慇じていなければならないが， 同時に， そ の 自

発的行為が， 組織の目的達成 を さまたげないためには， きびしい作業原則に

よる規制 を 自 覚していなければならない。 こまかい作業規則のような外部か

らの抱束は， 自 由な分別 を 完全になくさせる傾向をもっているが， これに反

してあるひとが， きびしい仕事の基準を 完全に内面化してしまうならば， 彼

は その基準にみちびかれながら創意 を 発揮することができる。 このような芍：

門家的心構 えの支配いかんは， 一定の雇用ないし労働条件にある程度かかっ

ている。 たとえば， 適当な訓練と専門的資格のある従業員の採用， および そ

の身分の安定を 保障することは， こ れ を 促進する一つの要素となる。

緊密性は， 活動集団に調整のための共同の慣行 を 作 り出す力 を 与 え るが，

従業員が 自 分達の利益と経営の利益が衝突するものと思うならば， この慣行

も組織の目的 を 助長するものとはならない。 コ ス ト を ひき下げようとする使

用者の利害と， 賃金 に 関する従業員の利害は， 現実的な利害対立であって，

いかに立派な労務管理によっても， この問題の完全な消滅を 語ることはでき

ない。 しかし運用に障害をもたらすそのマイナスの効果は， 政府の人事行政

の ごとく人事権と業務統制の権限の分割によってある程度さけることができ

ると プラウはみなしている。

戦務遂行の統一性と凋整に必要な標 準化は， ー兄独創性の発揮 を さまたげ

ろ よ う に み え る 。 作榮方法がこま か く 標葎化され ている場合には， 事実 そ う
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であるが， 成貝が朦務を遂行する十分な資格能力を そ な えている場合には，

そ の作業の終極的結果を標準化するだ け でお そ らく十分である。 従業員が仕

事の上で完成を期されている結果を明確に特定 し， これに基いて評価がおこ

な われるな らば， それは創意をうながす と 同時 に ， 官僚制の効果的 う ごき に

必要 と される標準化を確保する こ と に な る。

こ う し てプラウは， ウエ ー バ ー の 理念型 によって 示される 定型的 な構造

は， 現実には必ずしも管理能率を最大限に し な い こ と を経験的分析によって

1月らかに し， インフ ォ ー マルな パタ ー ンの横能的意義の重要性を強調する。

彼は 「管理の能率は， 個々人の職務遂行が， そ の同僚関係によって左右さる

と いう事実を無視 し ては保てな いのであって， このこ と を可能にするために

はこ の事実を承認 し， そ し て 組織の目的達成をさ ま た げ な いで， む しろ増進

するような 非公式の慣行をもたらす組織条件をつく り だすこ と を考 え な けれ

ばならな い」 と 述べている。

組織の能半や有効性が， た え ず変化する内外の可変的な 語要索への弾）」的

な 適応に依存 していると すれば， そ れ を 可能にする柔軟性が組織に と って必

要である。 プラウは， これをインフ ォ ー マルな パターンの機能に求 めたので

あ る 。 こ う して プ ラ ウ は 「イン フ ォ ー マルな パタ ー ンは， 定型的な 組織のは

た らき に と って必要である15) 」 と 主張 し， 「インフ ォ ー マルなパタ ー ンは，

例外的な 発生物 と は ち がって， . . . . . .官僚制組織の正規の部分であ り ， し たが

って官僚制の分析にあたって， それは考慮されな ければならな い 16) 」 と 指摘

している。

こ う して， プラウの提示する官僚制の現実的な モ デルは， ウエ ー バー の理

念型 と は多分に異な る性格をもっている。 け れ ど もプラウは， ウエ ー バ ーの

理念型の意義を否定 してい る わ け ではな い。 両者のモ デルの差異はむ しろ分

析視角の差異によるものであって， 互 い に 反背する関係にある と みな すのは

よくな い。 ウエ ー バ ー の官僚制の理念型は， 合法的支配下おけ る合理的組織

た ろ 近代 的 な 官僚制組織の構造的な特質を， 広範な比較歴史 的 な 視角 カ ,:, ,

- 104( 1720) -



伝統的 な 類型やカ リ ス マ的類型 と の対比において， 端的に示そう と したもの

であって， そのか ぎ りにおいてそれは ポ ヂ テ ィ プな意義をもつ。 それに対 し

てプラ ウ の場合には， かかる近代的 な官僚制組織の 日 常的う ごきを明らかに

す る よ り現実的な モ デルに閃心をもったのである。

プ ラ ウ の官僚制に対するア プ ロ ー チ の主な特色を要約的に示す と 次の諸点

をあ げ う るであ ろ う 。

第ーは， 官僚制の定型的 な 構造 よ りも， 勁態的過程に分析の重点をおいて

い る こ とである。 いう ま で も な く ， こ れ は現実の組織とい う ものが， 内 外の

諸 要凶に よ って不断に動態化 し て い く 過程であるとい う 発想に根 ざ すもので

あ り， そ れは組織の現実的過程へのア プ ロ ー チ を 強 く 志向する プ ラ ウ の立場

か ら 当 然に 出 て く るもの といえる。

第二は， ィ ン フ ォ ー マ ル な パ ク ー ンの適応構造 と しての機能的意義を璽視

す る ことであ る 。 現実の組織や官僚制がその動態的過的過程において， たえ

ず適応や調整の問題に直面するとすれば， そ れを可能な ら しめるだけの柔軟

な 弾力性がな け れば な ら な い。 こ の点において 定型的 構造 は おのずか ら 限界

を も って お り， こ れを補 う ものと し て ， イ ン フ ォ ー マ ル な パ タ ー ンの展開が

機能的に意義づ け ら れて いる。

第三に， 官僚化IJを特定の定った 構造的特質をも った笛理機構とはみ な さ ず

に， むしろ 目 的の 観察か ら ， 管理能率のために制度化 さ れた社会行動の組織

方法と して と ら えよ う とする こ とであ る 。 この 観点か ら すれば， お そ ら く 官

僚 制 は 異 なる楳境や 条件の下 で は 異なる構造的特質をもつであろ う 。 かっ，

官僚 制の能率が イ ン フ ォ ー マ ル な パ タ ー ンの作用 と重要な 関連にあるがゆえ

に， そ れも又， 官僚制組紙の正規の部分をな すものとみ な さ れる。

第四に， こ のよ う な 目 的の観点か ら ， 近代的組織の定型的構造の下におい

て ， たえず生ずる能率に対する障害を， いかに迅速にとりの ぞ く か と い う こ

とが， 煎要な 主題とな り， これを可能な ら し め る 条件が経験的資料にもとづ

＜ ，心必的 ア プ ロー チ に よ って探究 さ れ る 。 か く して プ ラ ウ は， 竹理能率と組
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織構造を直接的 に 因 果帰属 さ せず， 「条件」 と い う 媒介変数の下で と り あ げ

よ う と す る 。 た と え ば彼 が重視す る フ ォ ー マ ル な 構造 と イ ン フ ォ ー マ ル な パ

タ ー ン の 関連 も ， い か に し て イ ン フ ォ ー マ ル な パ タ ー ン を ， 組織の 目 標達成

に と っ て ， 調 和 的 た ら し め ， そ れ を 促 進せ し め る か と い う こ と が大 き な 関心

と な っ て い る 。 か か る 「条件」 と い う 変数 の 均入 に よ っ て ， 組織 と 探境 と い

う 視角 が開 か れて く る こ と も い う ま で も な い 。

こ の よ う に ， ブ ラ ウ の ア プ ロ ー チ は ， ウ ェ ー バ ー の そ れ と は 多分 に 次元を

異 に す る と は い え ， や は り ， ウ ェ ー バ ー の 理論 を重要な 出 発点 と し て い る の

で あ る 。 た と え ば近代的な フ ォ ー マ ）レ組織の定型 的構造 に 関 す る か ぎ り ， 暗

も く の う ち に ウ ェ ー バ ー の 理念型が前提 と さ れて い る 。 ウ ェ ー バ ー の理論が

官僚制研究の重要な 出 発点で あ る こ と は プ ラ ウ の 場合 に も い え る の で あ る 。
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5. 3. 組織の動態的図式

プ ラ ッ け， W. R.  Scott と の 共苫， " Fornal Organi zation� ·· (Charndler 
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Publslshing Co. , San Francisco, 1962. ) において， 組織の 勁態について

一つの図式を提示 し て いる。 それ は次のように要約 しうるであ ろう。

糾織の有効性は 多数の要素に依存 し ているが， これらの要素の関係は必ず

しも調和的なものでなく， 様々な矛盾， 背反が相互間にある。 各要素 は 多元

的な結果をもち， 根能的結果と逆機能的結果をあわせてもっている。 あ る観

点か ら は組織の有効性を高める要素が， 別の観点からは し ば しばそれを低下

させる。 これをブラウ ＝ ス コ ッ ト はデ ィ レンマという概念で表わ してい る 。

デ イ レ ン マ は コ ン ク リ ク ト を生み 出 し組織に変化をもたらす。 かく し て， プ

ラウ ＝ ス コ ッ トはデ ィ レンマに， 組織を不断に動態化させる基•本的動因 を 見

出 し ている。 ディ レンマという概念 は組織において コン フ リク トと変化が不

可避 で あることを示唆する。 そ れ は 必ず しも， 進歩が不可能で あることを意

味 しないが， 最終的解決と完全な調整というものが不可能であることを意味

する。

従来， 社会システムに関 し て二つの見方がある ！ ） 。 その一つは， 社会シス

テムは その甚木的ニー ドや要求をみた すことによっ て存続 し ているとみなす

立場で， それは新らたな外部的条件の変化が， 再調整の必要をもたらさない

か ぎり 凋整がゆきわたり ， 変化が生じないという見方を暗黙のうちにもって

いる。

いま一つ は， 社会システムが 様々なディ レンマを 内在すると みなす立場

で， それ は ある価値を体現する 目 標の実現のためになされる代替的方法の選

択が， 同じく社会システムにとって重要な意味をもつ他の価値の犠牲を伴う

とみなすもので， 社会システムにおける様々の問題は， その解決の過程にお

いて更に新ら しい問題を生み出 し， それが変化の永続的源泉をなすという見

方 で ある。 プラウ ＝ ス コ ッ ト はいうまでもなくこの立場をとっている。

組織が動態的に変化 し ていく過程には， 常に不確実性の要素が現われ てく

る。 規則による定式化は， 組織における不確実性を減少させる一つの方法で

ある。 し か し， これによって不確実性を完全に消滅させることは できない。
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外部的要因にも と づくものであれ， 内 部的修正に基くものであれ， 変化は先

例 だけで解決できない状況を常に生み出す。 規則に よ って予定されていない

緊急事態もしばしば生 じる。 また， 規則で余 りにも細かく活動の手続を規定

してしまう と ， それは有効な 自 由な専問的判断の行使をさまたげる。

イ ンフォ ー マルなパタ ー ンが典型的に展開するの は， まさに こ の不確実性

の領域であり， 不確実性はインフォ ー マルなパタ ー ンやコ ンフ リ ク ト と 軍嬰

な関連をもつ要素である。 たとえば労働者側の確実性の犠牲において， 経弼

者のそれを高める政策の よ うに， 一方的な不確実性は， 労働者の イ ンフォ ー

マルな組織と 経営者の 目 標 の 間 に コ ンフ リ ク ト を生み出す。 経常者が労働布

の雇用 の 安定性を否定する よ うな方策を と れ ば， 労働者の イ ンフォ ー マルな

実践は， レイ ・ オ フか ら 自 分達を守 り， 稀少なるボ ヂシ ョ ン を め ぐる競争 を

おさえるために， しばしば生産制限の形を と る。 こ れ と 同様な過相は 組織I判

の コ ンフ リ ク ト にもみ ら れる。 介業間 の競争は， 価格の 公正さに関す る 梢 骰

者の確実性を瑞すが， 同時にそれ は企業に と っての不確実性を大きくする。

企業 は こ れをさけるために， 競争相手 と の 間に様々のフォ ー マルな， あるい

はインフォ ー マルな協定や提携を結ぼう と 試みる。 こ うして， ある領域にお

ける不確実性の減少は， 他の領域における不確実性を生み出し， かくして コ

ンフ リ ク ト や権力争いが新 ら しい舞台で再開される。

組織が公式的に樹立されたと いう事実は， そ こ における社会過程のすべて

が， あ ら かじめ計画された型式通 りになされるこ と を決して意味するもので

はない。 インフォ ー マルな慣行が しばしば 組織の は た ら きを 大きく左右す

る 。 プラウ ＝ ス コ ッ ト に よ れば， 組織は， インフォ ー マルなパタ ー ンのあ り

かたそのものをフォ ー マルに規定するこ と はできないけれ ども， フォ ー マル

な諸要素を通じて間接的にそれに影響をお よ ぽす こ と はできるので あ る 。 イ

ンフォ ー マルなパタ ー ンが， 組織の 目 標の達成を促進するか， あるいはそれ

と の 間に コ ンフ リ ク ト を生み出すか は， 組織の有効性に と ってきわめて頂要

な問題である。 イ ン フ ォ ー マルな集団の規範が生産性を促進するか， それを
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抑制するかは， 最大の生産性が集団の価値や利益と合致するか否かに依存し

て いる叫 経済情況が悪く， 労働者達が レイ• オ フを恐れる場合とか， 競争が

躾団の結束の脅威となる場合には集団的圧力は生産制限に向 っ て作用する。

フ ォ ー マルな要素とインフ ォ ー マルなパタ ー ンの関連は， 階暦間の諸関係

や監督の問題につい ても見出すことができる。

効果的な監督を行なうには， 契約上のせまい義務の限界をこ え て ， 権威の

お よ ぶ範囲を拡大する必要がある。 フ ォ ー マルな権限は， 部下の服従を確保

する最低限の必要な条件であ っ ても， 効果的な監督の十分条件ではない。 そ

れを なすためには， 部下 が 自 発的に努 力し， イニ シ ャ テ ィ プを 発揮し， 責任

をすすんで引きうける態勢をもた ら す有効な リ ー ダ ー シ ッ プの確立が必要で

ある。 これを 実現するためには， 監督者が部下に対しインフ ォ ー マルな権威

を確立しうることが大切な条件となる。 ひとつにはイン ォ ー マルな権威の確

立は， 監督者が， 自 分に対して部 下達を社会的に義務づける (social obliga

tion) 能力に依存 し て いる。 フ ォ ー マルなシステムは， 監督者が部下達の期

待にこたえうる様々な手段を提供して ， かかる権威の樹立を促進する こ とが

で き る。 たとえ ば， 本来なすべき懲罰規程の適用をさしひか えるだけで， 彼

は部下を社会的に義務づけることができる。 かくして， ひ とつには監督者が

様々の フ ォ ー マルなシステムを利用して， 実際に， 部下達に彼等が求める便

宜やサ ー ビスを提供しうるか どうかということが， 彼が部下達を社会的に義

務づける可能性を左右する。 監督者が提供する便宜やサ ー ビスに対する部下

達の好意的反応が， 彼等の間に， 彼の権威の行使を正当化するインフ ォ ー マ

ルな規範を形成させ， 彼の権威を確立させる。 かかる 権威の確立が， 効果的

監督をなす基礎である。

フ ォ ー マルな組織は， 部 下の上位者に対する忠肢心 自 体を公式的に作 り出

すことはできないが， それを促進する条件をつ く り出すことはできる。 かく

して， 上位者のインフ ォ ー マルな実践が， 部下に対する権威の大きさを規定

するものであるとすれば， フ ォ ー マルなシステムのあ り方が権威の確立を促
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進した り， 阻害した りする。 プ ラ ウ ＝ ス コ ッ ト によれば， 部下に対する一定

の距離をおい た 平等な取扱い (detachment) は， よ り高い 生産性と結びつ

き， 上位者に対する 独立性は 活動集団のよ り大なる 結束を もたらすがゆえ

に， 監督者が部下からも， 上位者からも， ある程度の社会的距離を保つこ と

が， 有効な監督の遂行の重要な条件であるが， 部下に対する有効な権威の確

立がこれを可能にすると指摘している 3) 。 これ と 関連してプラウ ＝ ス コ ッ ト

は， 部下の数を多くし た 水平的な構造 (flat structure) は， こまかすぎる監

督が部下の疎外を招く危険を防ぎ， 同時に， 上位者に頼 りすぎることによ っ

て部下の敬意を失う危険 を防 ぐ がゆえに効果的 な 監督に と っ て機能（内であ る

と 示唆している叫

ブラ ウ ＝ ス コ ッ ト は 階層的関係について 一つの パラ ド ッ ク スを 示してい

る 5) 。 彼らの行 な っ た福祉機関の調査研究に よ ると監督者の上位者に対する

忠誠の表明は， 部下の彼に対する忠誠と逆比例的な関係にあった。 これは，

上位者と部下が監督者に対する社会的支持の代替的瀕泉の役割を果してい る

こ とを示唆している。 監督者が一方から支持を受けると他方に それを求める

必要性が減退する。 し たがって， もし管理者が有能で， 自 分の部下である監

督者の忠誠を獲得するならば， 監督者 自 身が， 自 分の部下の忠誠を獲得しよ

うとする動機をにぶらせる結果を招くので， これは監督者の有効な職能の遂

行にと っ て逆槻能的作用をもつ。 逆に， 管理者が， 監督者の忠誠の獲得に無

能であるというこ と は， 有効な監督にとって重要な潜在的機能をもつ。 何故

なら， それは監督者の部下の忠誠の獲得に対する圧 力 と な り ， 上位者からの

独立性と部下に対する公平な態度を促進するからである。 プラ ウ ＝ ス コ ッ ト

は， このパラ ド ッ ク スが， 有効 な 監督関係がす べての階層 間においてではな

く， ひとつおきの階層間においてのみ期待しうることと， 多 屑 （内 ヒ エ ラ ル ヒ

ー の一つの弱点を説明するものである と 示唆している。

管理者の継承につい ても， これと似た ケ ースが指摘 さ れる。 ゴール ド ナ ー

は， 石 膏事業所の実証研究において， 温容的な管理によ っ て， 部下達の厚い
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信望を得ていた前任者とは逆に， 官僚制的な方法 に 訴える こ とによ っ て生産

性の向上を試み， それが部下の不評を買 っ て結局は失敗した新任事業所長の

ケ ー スを分析している。 こ の場合， 前任者の実践が， 部下達が後任管理者を

評価する重要な準拠基準をなしている。 R. H. Guest も同様な問題をと りあ

げている 6) 。 こ の ケ ースも， ゴ ー ル ド ナ ー の ケ ー スと同様， 会社幹部からの

生産性の培大 に対する強い圧力の下 に 外部から新し く 就任した工場長の ケ ー

スであるが， 前者と対照的な方法で彼は こ の課題にと り く んで それに成功し

た。 彼は前任者の官僚制的実践を緩和し， フ ォ ー マ ルな制裁に 訴える こ とを

ひかえ， それによ っ て部下の忠誠を高めて， 生産性の培大 に成功したのであ

る。 こ の二つの ケ ー スの決定的な差異は， 石膏事業所の前任者は， 部下から

厚い信望を得ていたのに対し， 第二の ケ ー スでは， 前任者が官僚制的方法 に

訴えて， 部下から不評を買 っ ていたという事実である。

これらの経験的分析に基づいて， プラウ ＝ ス コ ッ ト は 「ある管理者の部下

の忠誠を獲得する可能性 (ability) は， 前任者の それとも， ［上位者の それと

も逆比例的な関係にある」 という仮説を 導き出している叫

プラウ ＝ ス コ ッ ト は組織の成長と官僚制化の問題にもふれている。 組織構

追の成長は， 本来的に 複雑性の増大を伴 っ ている。 K. E. Boulding の「非均

斉的変 化 の 原 理」 (Principle of non-Proportional Change) は， 組織の各

部分の成長率が均斉的でないが故 に， 成長がつね に 内部的調整と変化を伴う

こ とを示唆している凡 組織が大規模化して複雑 になるに従 っ て生じる最と

も顕著な変化の一つは管理棧構の発展である。

一般 に， 大規模組織では官僚制化が行過ぎになる傾向があるという見方が

流布しているが， こ れは 必ずしも 証拠によ っ て 支持されている わけではな

い。 多 く の調有研究によると管理職員の比率を尺度とした官僚制化は， 小規

模な企業を別にすれば， 必ずしも規模の増大と直接 に結びついておらず， む

しろ複雑性とよ り直接的 に 関連している。 も っ とも， 規模の培大は， 通常，

複雑化と結びつ く ことが多 いがゆ え に， 官僚制化が大企業 に顕著であ る とい
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うことは， 多くの場合， 事実である。 しかし， プ ラ ウニ ス コ ッ ト は「複雑性

が 一定であるとすれば， 規模の増大 は， むしろ管理職員の比率と逆比例的に

結びつく可能性がある」と 指摘している叫

官僚制化は． 管理問題ばか りに没頭して， 組織の本来の 目 標を見失うとい

う危険性をさしてしばしば用いられ， これと関連して， 組織の構造のみなら

ず， 目 標そものの変化がよく問題とされる。 ミ ヘルスのと りあげたケ ースの

ように． 組織の地位が不安定であると． 敵対的な環境から組織を守 り， 組織

の維持， 存続をはかるために， 本来の プ ロ グ ラ ムから退行して， 社会の支持

を得やすいよ り保守的で穏健な プ ロ グ ラ ムに移行するという「 目 標の転位」

が生 じる。 しかし， 地位が安定的な確立された官僚制においても， マ ー ト ン

が 指摘したような 目 標の転位がみられる。 これは官僚制組織における過度の

規律の強調と， 公式的手続に対する厳格な服従への圧力 が 本来の 目 標の袋牲

において， 元来手段であ っ たは ずの規則を神聖化し， 自己 目的化することに

よ っ て生み出す 目 標の転位である。 ここからプラ ウ＝ス コ ッ ト は， 組織にお

いて， 目 標の転位ではなくして， 目 標の継承を促進する条件として， 涸人の

場合と同様に， 地位や存続の安定性と， 刺戟的なチ ャ レ ン ヂの両方が必要で

あると指摘している10) 0 

官僚制化の過程にくらべて， 没官僚制化の過程はそれほ ど 注 目 されていな

いが， やは り組織の動態の重要な局面をなすものである。 軍隊の場合， 乎常

時にくらべて戦斗中の方が， 官僚制的な色彩の鮮明さをよ りうすくする。 戦

斗部隊が他の大隊からはなれて孤立している場合もそうである。 プ ラ ウ＝ス

コ ッ ト はこれらの ケ ースの分析から， 物理的危険性の存在と， 単位組織の他

の組織部分からの隔陛や孤立が， 上位者をして部下によ り依存的たらしめ，

ひ いてはよ り没官僚制的たらしめると指摘しID
1 同様なことが瞭員と ク ラ イ

エ ン ト の関係についてもい え ることを示唆 している。

これらの特殊な情況は， 活動集団の強い凝集性を生み出し， 様 々 のインフ

ォ ー マルなパタ ー ンを発展させ， それがフォ ー マルな規則の代替的役割 を 果
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す。 凝集性は集団が成員に対して発揮す る コ ン ト ロ ールの粗度を規定す る も

のであ り， 強い凝集性はイン フ ォ ー マ ルなパタ ー ンの機能を強化しフ ォ ー マ

ルな規則にと っ て代 っ て直面す る 諸問題に解決をもた ら し， 官僚制化の進展

を抑制す る 。 ゴ ール ド ナ ー の石膏事業所の ケ ースでも， 地上の壁板工場では

官僚制化が高度に進展していたの に対して， 坑 内 部門では官僚制化に対す る

抵抗が成功したのは， 物理的危険性を背景とす る 坑夫達の強い集団的凝集性

が大きく物を言 っ ていたのであ る 。

この よ う にして， プラウ＝ス コ ッ ト は， 組織に 内 在的な デ ィ レ ン マ によっ

て生み 出 さ れる組織の動態的過程の 各局面を多くの 経験的資料にもとづいて

と く に フ ォ ー マ ル な 構造や環境的諸要素とイ ン フ ォ ー マ ル な パ タ ー ン との関

辿に前点 を お き な がら明 ら かに す る 努力を試みてい る 。 彼 ら は， かかる フ ォ
ー マル組餓におけ る 基本的デ ィ レ ンマ として， 調整と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン，

官僚判規律と専門技能， 集権的 フ゜
ラ ンニ ン グと個人的インシ ャ テ ィ プの三つ

をあげる 12) 0 

組織が効果的である ためには， 有効な問題解決と有効な閲整の双方が必要

であ る 。 自 由な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンは有効な問題解決に貢献す る け れ ども，

謂整に必要な ヒ エ ラル ヒ ー の秩序をくずす。 一方， ヒ エ ラル ヒ ー は 自 由な コ

ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ンの流 れを制約 す る ので有効な問題解決に逆機能をもつ。

官僚制規律と専門技能は， 普逼的基準にもとづく決定とイ ンパースナルで

冷徹な態度が疲求され る 点や， 先天的な身分 よ りも達成した業績が地位の埜

礎をなす点で共通性をもつ。 しかし両者には 次の よ うな 差異があ る 。 第一

に， 専門家の活動は， ク ライエ ン ト の利益や福祉を反映す る サ ー ビス規範や

専門職業的墓準に拘束されてい る の に対して， 官僚的管理職員の 最とも重要

な責任は， 所属 す る組織の利益を代表し促進す る ことであ る 。 第二に， 官僚

的管理者の 権威が， フ ォ ー マルな規則 に基づ いてい る の に対して， 専門家の

権威は． 承認された専門的技能にもとづいてい る 。 第三に， 官僚的瞭員は，

上位者の命 令や規則 にもとづ いて決定を行 う よ う期待され る の に対して， 専
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門家の決定は， 内面化され た 専門的基準にも と づいてなされる よ う期待され

ている。 第四に， 見解の不一致や決定の妥 当性が問題 と なる場合， これに槻

する最終的裁定は， 官僚侮1J的職員の場合は上位者の特権に属しているが， 寿

門家の場合には， 同じ専門家仲間の団体に招保され， 究極的に コ ン ト ロ ール

されている。

専 門家が官僚制組織に次第に多く吸収されていく領向を反映して， 両者の

これ ら の特質の差異か ら おこる コ ンフ リ ク ト が組織において次第に重要な問

題 と な りつつある。 専 門的技能 と 官僚制規律は不確実性に対処する重要な方

法である。 前者は不確実性に対処する能力を高めるこ と に よ っ て， 後者は不

確実性の範囲を縮小するこ と よ っ てこれを達成する。 両者が と もに組織のイj

効性に と っ て重要である と す れ ば， 両者のデ ィ レ ンマは存続しつづけるだ け

でなく， その及ぶ範囲は次第に大きくな りつつある と い え るのであろ う 。 専

門家の官僚制組織への吸収が次第にふ え ， 官僚制の活動も次第に専門化す る

趨勢にあるか ら である。

集権的プラ ンニ ン グ と 個人的イニ シ ャ テ ィ プも大きな デ ィ レ ン マの源泉で

ある。 た しかに， 規則にわずら わされない専門的判断や個人的インシ ャ テ ィ

プ， 自由 な コ ミ ニ ュ ケ ーシ ョ ンが組織に と っ て重要な要素であるこ と は事実で

あるけ れ ども， 大規模な組織にお ける有効な調整のためにはある程度の集権

化され た 指令が必要なこ と も明 ら かな事実である。 ここで権威の ヒ エ ラル ヒ
ー に よ る コ ン ト ロ ールだ けが調整をもた ら す唯一の方法でないこ と に注意し

な け れ ばな ら ない。 プラウ＝ス コ ッ ト は ヒ エ ラル ヒ ー に よ ら ずして調整をも

た ら すインパースナルな メ カ ニ ズム と して， ア セ ン プ リ ー ・ ラインやオ ー ト

メ イシ ョ ン， 逐行記録な どをあげている。 そこには集権的な指令は存在する

け れ ども， それは ヒ エ ラル ヒ ー に よ る命令を通じて達成されるのではない。

プラウ＝ス コ ッ ト はこれ ら の経営者の槃権的プラ ン ニ ン グに よ るインパー ス

ナルな メ カ ニ ズムの う ち でも ア セ ンプ リ ー ・ ラインは労働者の自律性を極度

に制約して， 仕事の満足を減退さす け れ ども， オ ー ト メ ーシ ョ ンや逐行記録
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は， ヒ エラ ル ヒ ー による コ ン トロ ー ルよりも， 従業員のイ ンシ ャ テ ィ プの発

揮 を さまたげることが少 ないと示唆している。 しかしそ れは決して管理的 コ

ン ト ロ ー ルとイ ンシ ャ ティプの間のデ ィ レ ンマが完全に解消されること を 意

味するものではない。 コ ン ト ロ ー ルとイ ンシ ャ テ ィ プの最適のバラ ンスがた

とえ一時的に達成されたとしても， そ れは一方におけるより大きな秩序の要

求と， 他方におけるより大 な る 自 由の要求によってたえずゆり動かされ， ぅ

ちこわされるからである。

かく してプラウ＝ス コ ッ ト は， 組織は外部的条件の変化のみな らず， そ れ

自体に内 在するデ ィ レ ンマ ンによっても， 不断に動態されていく過程である

という基本的認識から出発 し， 記述的分析によって そ の諸局面 を とらえ， こ

れに関する一般化を 導き出す手掛り を 求めることに基本的な ねらい を おいて

いる。 なかんづく彼らは， フ ォ ー マルな パタ ー ンとイ ン フ ォ マルな パタ ー ン

の相互作用の追求を中 心 と して， 組織の動態的過程 を 現実的にとらえよ う と

す る 。 現実の組紙 が決して安定的な均衡状態にあ る 固定 した構造ではなく，

たえず動態的に展開していく過程であるとすれば， かかる ブラウ＝ス コ ッ ト

のとらえ方は 組織論の発展に 大 き な 意義を も つ 試 みである と い え る であろ

う。 何故なら， 組織論は何よりもまず組織の現実 を 説明しうるものでな けれ

ばならないからである。 彼等自身が述べている ごとく， プラウ＝ス コ ッ トの

図式は多分に試論的であって決 して完全 なものではない。 しかし そ れは彼ら

の研究の も つ意義をいささかもそこなうものでは な い と いうべ き であ ろ う。
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